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令和６年３月 

佐久市いじめ問題対策連絡協議会 

 



 
 

１ 経緯 

  佐久市教育委員会では、令和５年４月に佐久市いじめから子どもを守る条

例が施行されたことを受け、今まで、いじめ対策の推進に関する協議を、不登

校対策も協議する不登校等対策連絡協議会で行っていたものを、目的ごとに

分けて協議会を設置することとし、令和５年１０月に佐久市いじめ問題対策

連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置した。 

この設置に合わせ開催した第１回協議会において、佐久市教育委員会から協

議会に対して、いじめ防止等のための対策の推進に関する諮問があった。 

  本答申書は、当該諮問に対する協議会の協議結果について報告するととも

に、教育委員会に対して、いじめ防止に向けた取組の一層の推進を求めるもの

である。 

 

２ 協議事項 

  「佐久市いじめ防止等のための基本的な方針（改定案）」について 

 

３ 協議経過 

開催日 協議内容等 

令和５年１０月１７日 ・委嘱書の交付 

・市教育委員会からの諮問 

・佐久市のいじめの状況 

・本年度の協議内容の確認 

    １２月１８日 ・「佐久市いじめ防止等のための基本的な方針（改

定案）」に対する協議 

令和６年 ３月１４日 ・「佐久市いじめ防止等のための基本的な方針（改

定案）」に対する協議結果のまとめ 

・答申内容の確認 

 

４ 協議方法 

  今回改定する「佐久市いじめ防止等のための基本的な方針」は、国及び県の

いじめ防止等のための基本的な方針を踏まえて策定する必要があることから、

国、県において大きな方向性が出ている部分については、協議を行わず、佐久

市としての目指す方向及び基本的な考え方の部分についてご意見をいただき

協議することとした。 

 

 

 



 
 

（１）実際の協議箇所  

佐久市いじめ防止等のための基本的な方針（改定案） 

Ⅰ いじめの防止等のための対策の基本的な方向 のうち  

２ いじめ防止等の目指す方向 ・・・ ５ページ 

３ いじめ防止等に対する考え方 ・・・ ５～７ページ 

Ⅱ いじめの防止等のための対策 ・・・ ８ページ以降 

   

 ５ 協議結果 

   各協議個所に対する意見や提案は、別紙「『佐久市いじめ防止等のための

基本的な方針（改定案）』に対する意見報告書」に協議会意見として記すと

ともに、それに対する市教育委員会から説明のあった対応方針をまとめた。 

   各委員からは専門的な知見に基づき、多くの意見が出されたことから、引

き続き、今後のいじめ防止等のための対策に生かすとともに、いじめを絶対

許さないという強い意志の下、更なる取組を推進されたい。 
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佐久市いじめ問題対策連絡協議会における 

「佐久市いじめ防止等のための基本的な方針（改定案）」に対する意見報告書 

 

１ 「いじめ防止等の目指す方向」、「いじめ防止等に対する考え方」について 

番号 箇所 協議会意見 市教育委員会対応方針（案） 

１ ３ページ 

Ⅰ・１・（４） 

「いじめを訴えやすい体制」とあ

るが、体制より環境の方が分か

りやすいのでは。 

・下記のように変更します。 

（４）いじめの認知 

～大人が児童生徒との信頼関係

を築き、いじめを訴えやすい体制

となるよう努める必要があります。 

⇓  

（４）いじめの認知 

～大人が児童生徒との信頼関係

を築き、いじめを訴えやすい環

境、訴えを受け止められる体制と

なるよう努める必要があります。 

※体制として必要なのは、訴えを

受け止められる体制であることか

ら文言を一部追加しました。 

２  ５ページ 

Ⅰ・２ 

目指す方向について、鍵括弧は

な く て も い い の で は 、 ま た 、

「何々します。」言い切っている

ので「。」を付ける方がよいので

は。 

・ご指摘のとおり変更します。 

３ ５ページ 

Ⅰ・２・① 

いじめの未然防止に「自他の生

命を尊重し」とありますが、生命

より、存在や人格、人権と言っ

た方がしっくりくると感じるが。 

・下記のように変更します。 

①いじめの未然防止 

「すべての児童生徒が、いじめを

許さず、自他の生命を尊重し、自

己肯定感や他者への思いやりを

持つことができる豊かな心を育み

ます」 

⇓  

①いじめの未然防止 

すべての児童生徒が、いじめを許

さず、自他ともに尊重し、自己肯定

感や他者への思いやりを持つこと

ができる豊かな心を育みます。 

※生命にかかわるいじめ事案もあ

ったことから、生命という文言を入

別 紙 
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れましたが、生命だけでなく、その

人の人権や人格といったものを尊

重することも大切であると考え、限

定せず、存在そのものとして捉え

られるよう、「自他ともに尊重」とし

ました。なお、この文言は、県の「い

じめ防止等の対策の目指す方向」

でも使われている文言です。 

４ ５ページ 

Ⅰ・２・② 

「受け止めるとともに、心を育み

ます。」となっているが、これは

逆の方がいいのでは。心を育ん

だものを我々が全力で受け止

める方が自然だと思うが。 

下記のように変更します。 

③適切な対応 

「児童生徒のサインやSOSを見逃

さずに受け止めるとともに、悲しい

とき辛いときにSOSが出せる心を

育みます」 

⇓  

① いじめの未然防止 

児童生徒自身が抱えきれない悩

みを SOS として出せる心を育む

とともに、児童生徒のサインや

SOS を見逃さずに受け止めます。 

※ご指摘のように、心を育んだ上

で、受け止めるという文章に変更

しました。また、番号１０のご意見に

おいて、いじめの相談をしたいと

きの感情は、必ずしも辛い、悲し

いだけではないとのご指摘がござ

いました。このことも踏まえ、感情

を限定せず、そういった様々な感

情を呼び起こす原因である「抱え

きれない悩み」に文言を変更しま

した。 
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５ ５ページ 

Ⅰ・3・

（１）・ア 

「児童生徒に『いじめは絶対に

許さない』、『いじめは卑劣であ

る』」という記載があり、それは

その通りではあるが、暴行や傷

害、恐喝になるような、大人なら

逮捕されるような事象も含まれ

ると考える、そういうことをあえ

て言及した方がいいのでは。 

いじめという言葉では済まされ

ない、犯罪ということをどこかに

入れられないか。 

柔らかく書く部分と、強く書く部

分のメリハリがあってもいいの

では。 

・2 ページの（3）いじめの態様に

下記の文章を追加します。 

（3）いじめの態様 

具体的ないじめの態様は次のよう

なものがあります。 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し

文句、嫌なことを言われる。～ 

（国の「いじめの防止等のための

基本的な方針」から） 

いじめの態様はこのように多様

であるとともに、中には犯罪行為と

して取り扱われるべきと認められ、

直ちに警察に相談することが必要

なものもあります。 

また、これらのいじめは、人の目

に付かないように隠れて行われる

ことが多く、また、大人や他の人か

らは分かりにくかったり、一見ふざ

け合いや、些細なトラブルと捉えら

れ見逃されてしまうことがあります

～ 

※（3）いじめの態様は、国の基本

的方針の内容を参照しております

が、国の方針の中には、これらの

いじめの中には「犯罪行為として

取り扱われるべき～」という記載

がございます。それらも参酌して、

定義の時点で、「犯罪行為」、「警

察に」との文言を入れました。 

６ ５ページ

Ⅰ・３・

（１）・イ 

「自己有用感」と「自己肯定感」

という言葉について、使い分け

ていると思うが、一般の方が読

んでいて違いが分かるか。 

・説明が必要であったり、分かりに

くい文言等には、注釈をつけるよ

うに致します。 

 

７ ５ページ 

Ⅰ・３・

（１）・イ 

「自己有用感」や「自己肯定感」

というものは、本来、幼児期か

ら育んでいくことが重要である

と考える。学校教育における方

針ではあるが、この大きな課題

を含んで、今後考えていくこと

はできないか。 

・１１ページの２ 佐久市教育委員

会としての取組に下記の文章を追

加します。 

ア 教育活動の充実 

・ 自己肯定感や他者への思いや

りを持つことができる豊かな心を

幼児期から育むため、幼保小連絡
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協議会や幼保小連絡会などを通

した連携の推進 

※ご指摘のとおり、未然防止にお

いては、幼児期からの教育という

のは非常に大きなものがあると考

えており、市教委としては、幼保小

がこの課題に連携して取組んでい

くことは、必須であると考え、取組

みの中に追記をさせていただきま

した。 

８ ５ページ 

Ⅰ・３・（１） 

未然防止には、リスクマネジメ

ントの事ばかりを言及するので

はなく、いじめが起き得ないよ

うな、子ども同士がやさしく、楽

しく関わり合えるような、遊びな

どを大切にした環境づくりが大

切では。 

・下記のように 3・（1）いじめの未

然防止に、エを追加します。 

エ 全ての児童生徒が、互いに安

心して楽しく、学習だけでなく、遊

びや、課外活動、部活動などの活

動に取り組めるよう、環境を整え

るとともに、教職員等の資質・能力

の向上に努めます。 

※ご指摘の通り、学習だけでなく、

遊びや課外活動などをとおして、

思いやりの心を育むことができる

よう、環境を整えるとともに、教職

員の資質・能力の向上に努めてい

くとの文言を追加します。 

９ ６ページ 

Ⅰ・３・

（１）・ウ 

「互いに理解し合い」という文言

は、「互いに理解する」か、「理

解し合い」にしないと「馬に乗

馬」と同じで、同じ意味を重ね

ているので修正が必要。  

・下記のように変更します。 

ウ 全ての児童生徒が～ 、集団と

関わりながら、互いに理解し合い、

ともに学習や活動に打ち込めるよ

う取り組みます。 

      ⇓ 

ウ 全ての児童生徒が～ 、集団と

関わりながら、互いを理解し、とも

に学習や活動に打ち込めるよう取

り組みます。 

１０ ６ページ 

Ⅰ・３・

（２）・ア 

「いじめを積極的に発見できる

よう」とあるが、確かに考え方と

してはいいのですが、いじめと

いうマイナスな言葉と、積極的

というプラスの言葉に少し違和

感がある。 

・下記のように変更します。 

ア いじめは人の目に付かないよ

うに行われたり、一見、いじめに見

えなかったりするなど、分かりにく

く見えにくいことを理解した上で、

児童生徒の些細な変化やサイン、
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１１ ６ページ 

Ⅰ・３・

（２）・ア 

「一見、いじめに見えなかったり

するなど、分かりにくく見えにく

いことを理解した上で」とありま

すが、見えなかったり、見えにく

くという表現の重複があって、

分かりにくく感じるので、「一

見、いじめと気づかれなかった

りするなど、分かりにくく見えに

くいことを理解した上で」とした

ほうが分かりやすいのでは。 

SOS を見逃さずに受け止め、いじ

めを積極的に発見できるよう取り

組みます。 

      ⇓ 

ア いじめは人の目に付かないよ

うに行われたり、一見、いじめと気

づかれなかったりするなど、分かり

にくく見えにくいことを理解した上

で、児童生徒の些細な変化やサイ

ン、SOS を見逃さずに受け止め、

いじめを軽視することなく、積極的

に認知できるよう取り組みます 

※分かりやすい文章に修正すると

ともに、いじめの認知も含め広い

意味で、いじめを積極的に発見と

していましたが、ご指摘の通り、い

じめの存在を肯定するニュアンス

も感じられてしまうので、あくまで

も、いじめの認知を積極的に行う

という文章に変更しました。 

１２ ６ページ 

Ⅰ・３・

（2）・ウ 

「児童生徒自身が、悲しいとき、

辛いときに、自分の気持ちを誰

かに相談」とありますが、相談

するのは悲しいときや、辛いと

きだけではなくて、悔しいとか、

怒りたい、そういうときも相談し

てよく、そちらも見て欲しいとい

う思いがある。適切な言葉に変

えてもらった方がいいのではと

感じる。ネガティブな感情を自

分ではどうしようもできないも

のを相談できればといいと思

う。 

例えば、「児童生徒自身の抱え

きれない悩みなどを」といった

感じではどうか。 

・下記のように変更します。 

ウ 児童生徒自身が、悲しいとき、

辛いときに、自分の気持ちを誰か

に「相談できる」、「相談してもい

い」という SOS を発信でき～ 

         ⇓ 

ウ 児童生徒自身が、抱えきれな

い悩みを誰かに「相談できる」、

「相談してもいい」という SOS を

発信できる力を～ 

※ご指摘の通り、自分を追い込ん

でしまう感情は様々なものがある

ことから、感情を悲しい、つらいに

限定せず、様々な感情を呼び起こ

す原因である「抱えきれない悩み」

に文言を変更しました。 
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１３ ６ページ 

Ⅰ・３・（３） 

・ア 

７ページⅠ・３・（３）・エにおい

て、しっかりと加害児童生徒へ

の対応が書かれているが、アの

被害児童生徒への対応は、心

身の安全を守るだけになってい

る。適切な心のケアなどの文言

を入れられないか。 

・下記のように変更します。 

ア いじめが～児童生徒の心身の

安全を第一に考え、被害児童生徒

を徹底して守ります。 

      ⇓ 

ア  いじめが～児童生徒の心身

の安全を第一に考え徹底して守る

とともに、児童生徒の気持ちに寄

り添い、心のケアに努めます。 

※ご指摘の通り、エの記載ともバ

ランスを考え、被害児童生徒への

対応にも触れるよう文言を変更し

ました。 

１４ ６ページ 

Ⅰ・３・（３） 

 

適切な対応について、３ページ

の言葉の定義の中では解消と

いう言葉が出てきますが、５ペ

ージ以降の考え方の部分で解

消という言葉が出てこない。最

終的に目指すのは解消だと思

うので、適切な対応に解消とい

う文言が入るべきだと考える

が。 

・下記のように変更します。 

イ 学校でいじめ～、学校全体で、

対応方針について共通理解を図

った上で、適切な組織対応ができ

るよう取り組みます。 

         ⇓ 

イ 学校でいじめ～、学校全体で、

対応方針について共通理解を図

った上で、いじめの解消、再発防

止に向けた適切な組織対応がで

きるよう取り組みます。 

※対応の目的は、いじめの解消で

あり、再発の防止であることから

文言を変更しました。 

１５ 

 

７ページ 

I・3・（3）・

イ・ウ 

状況によっては、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャル

ワーカーとの連携も考えていた

だきたい。 

・スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラーは市教育委員

会、各学校に派遣をされているも

のであることから、外部機関では

なく、この文章の主体側となります

ので、文言の変更は致しません。

ただし、実際の取組として、スクー

ルソーシャルワーカー、スクールカ

ウンセラー、市費でいえばスクール

メンタルアドバイザー（教育相談

員）などとの連携はいじめ対応で

は、必須であると考えており、その

連携については、教育委員会の取
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組として１２ページに、学校の取組

として１６ページなどに記載してお

ります。 

１６ ７ページ 

I・3・（3）・

ウ 

「状況によっては」とあります

が、この判断の主体があいまい

なので、例えば市教委と学校が

一体となってというような記載

はできないか。 

・下記のように変更します。 

ウ 学校での取組～連携に努める

とともに、状況によっては、医療機

関、児童相談所、警察、弁護士、地

方法務局等の関係機関との適切

な連携を図ります。 

         ⇓ 

ウ 学校での取組～連携に努める

とともに、事案によっては、市教育

委員会と学校が一体となり、医療

機関、児童相談所、警察、弁護士、

地方法務局等の関係機関との適

切な連携を図ります。 

※佐久市としての考え方を示して

いるので、この文章の主体は佐久

市となりますが、ご指摘の通り、で

は佐久市のだれがとなると、市教

育委員会と学校がとなりますの

で、このように文言を変更しまし

た。また状況というのは、何の状況

なのか捉えにくく、実際はいじめの

事案ごとに判断をすることから、状

況を事案に変更しました。 

１７ ７ページ 

Ⅰ・３・（３） 

・エ 

エの加害児童生徒に対する対

応に、加害児童生徒の保護者

への対応の観点も入れるべき

では。 

・下記のように変更します。 

エ いじめをした加害児童生徒に

ついても、人格の成長を願い、自

分の行ったいじめという行為と向

き合い、相手がどんな気持ちだっ

たのか考えさせるなど、教育的配

慮の下、丁寧な対応、指導を行い

ます。 

         ⇓ 

エ いじめをした加害児童生徒に

ついては、教育的配慮の下、その

健やかな育ちを支えるために、い

じめをした事実を振り返り、相手

の気持ちが十分に理解できるよう

１８ ７ページ 

I・3・（3）・

エ 

「人格の成長を願い」とあるが、

処罰とかそういうことではなくと

いう意味を込めているんだと思

いますが、漠然としているので、

もう少し適切な言葉にしていた

だきたい。 

１９ ７ページ 

I・3・（3）・

エ 

 

「相手がどんな気持ちだったの

か考えさせる」という表現が、上

から目線な感じする。加害児童

生徒がどうしてそういうことをし
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たのか、相手の気持ちが分から

ないからそういうことをしてしま

うということもあるので、この部

分はもう少し丁寧に書いてもら

いたい。 

 自発的に相手の気持ちが考え

られるようにできればいいと思

うが。 

な指導に努めるとともに、加害児

童生徒の保護者の理解と協力を

得ることで、より効果的・継続的な

支援による再発防止等に取り組み

ます。 

※加害児童生徒の保護者に理解

していただき、協力を得ていくこと

は、成育歴を踏まえた支援という

点でも非常に重要であることか

ら、その視点を追加しました。 

 また、文言等、分かりやすくした

上で、加害児童生徒への指導・支

援の目的は、いじめをやめさせた

上で、同じ過ちを犯さないことだと

考え、再発防止の文言を追加しま

した。 

２０ ７ページ 

I・3・（3）・

エ 

 

いじめをした加害児童生徒の

成育歴というものは、無視でき

ないと思う。その子がどういう

形で育てられてきたかというこ

とも含めた上で、子どもと一緒

に考えないといけないと思う

が。 

２１ ７ページ 

I・3・（3）・

エ 

「加害児童生徒についても」の

「も」の部分が、付け足しや、違

う視点から見ている感じがする

が。 

２２ ページ指

定なし 

 

現場では、いじめを受けていた

子が、それが解決したら今度

は、いじめる側になる。いじめ

の逆転現象といった視点も、持

っておく必要があるのでは。 

・本視点については、１ページの

「はじめに」において、「とりわけ、

嫌がらせやいじわる等の「暴力を

伴わないいじめ」は、多くの子ども

が入れ替わりながら被害も加害も

経験している現実があります。」と

記載しております。また、ご指摘も

踏まえ、７ページ I ・３・（３）に、こ

のような逆転現象も念頭に、再発

防止という文言を記載しました。 

２３ 全体 幅広く、色々なことが書き込ま

れている方針になるので、でき

れば前書きの部分で見出しとし

て、例えば、加害児童生徒の対

応は、どこ書かれているといっ

たように、分かりやすくするよう

に工夫をお願いしたい。 

・最終版において、索引を整理さ

せていただきます。 
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２ 「具体的な取組」について 

番号 箇所 協議会意見 市教育委員会対応方針（案） 

２４ １１ページ 

Ⅱ・２・（1） 

ＣＡＰプログラムという子どもへ

の暴力防止プログラムがあり、

チャイルドラインでは毎年それ

を学んでおいる。このプログラ

ムを親も学ぶと、子どもがどん

な問題を抱えているのか分った

り、対応する時も言葉を選ぶな

ど、専門的な対応が出来るよう

になる。コストがかかるようだ

が、是非佐久市でも全校で取り

組めないか。 

・長野県内には、校内研修におい

て CAP プログラムに取り組んで

いる学校もあるとお聞きしており

ます。そういった情報も参考にし、

今後、いじめ問題担当者会議など

において研修で取り扱えないか検

討できればと考えております。 

２５ １３ページ 

Ⅱ・３・（3） 

弁護士会でもいじめ予防事業

というものを行っている。年間２

校程度、佐久地域で希望校を

対象に行っており、今年は高瀬

小で実施した。人権に関する話

や、事例を基にしたワークショッ

プなどを行っており、子ども達

や先生には、ある程度のインパ

クトは与えられるプログラムに

なっているのでぜひ活用してい

ただきたい。 

・下記内容を、１４ページ「ウ 人権

同和教育、福祉教育の充実」に追

記します。 

・長野県弁護士会が実施する「い

じめ予防事業」の活用 

※実際に行われている事業となり

ますので追記させていただきま

す。 

２６ １８ページ 

Ⅱ・３・（5） 

信頼関係の構築の所に、「保護

者の「いたみ」を自分の「いた

み」として対応する。」とあります

が、非常にありがたくその様な

思いでいただければと思うが、

少し言葉が強く感じる。そこま

で重くなくてもいいかと思うが。 

「保護者の思いをくみ取りや共

感し」でもいいのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

・下記のように変更します。 

→傾聴の姿勢を大切にし、保護者

の「いたみ」を自分の「いたみ」とし

て対応する。 

          ⇓ 

→傾聴の姿勢を大切にし、保護者

の思いをくみ取り共感する。 

※ご指摘のとおり、少し言葉が強

いかと感じますので、文言を変更

しました。 
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２７ ２０ページ 

Ⅱ・４ 

重大事態への対応について、法

律で定める、重大事態の被害

児童の欠席期間の目安が年間

３０日となっていますが、批判的

な見方で見れば、この３０日と

いうのは、1 年経たないと分か

らない。欲を言えば、1 週間休

んでいるとかそういった時点

で、しっかり介入できるような作

りにできないか。 

・国の基本的な方針で定められて

いる目安であるため、記載自体は

変更しない方向で考えておりま

す。原則学校は欠席が続いた場

合、いじめを要因としたものに限

らず、不登校傾向ということで、ま

ずは面談をするなど、その原因を

調べており、その中で、対応に着

手しています。この３０日は、あくま

でもいじめの重大事案と判断する

かの目安として国が示したもので

あり、この日数を超えないと対応し

ないというわけではありませんし、

例え欠席が短期間であっても、但

し書きにあるように、迅速に調査

する義務は学校にございます。 

２８ ２５ページ 

別表２ 

学校におけるフロー図のようだ

が分かりにくく感じる。学校で

活用できるような形にしてもら

いたい。 

・別表２のフロー図は廃止し、新た

に作成したフロー図（別表２：通常

のいじめ対応バージョン、別表３イ

ンターネットいじめ対応バージョ

ン）としました。 

・また、別表１については、学校で

定める「学校いじめ防止等のため

の基本的な方針」の項目例や、学

校で設置する組織のイメージを掲

載し、学校現場が参考とできるも

のに変更しました。 

２９ ２５ページ 

別表２ 

２５ページの別表２の中にも、ス

クールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーが入っても

いいのではないかと思う。また、

学校評議員というのは、佐久市

の場合はないと思うので、適切

な言葉に直していただきたい。 

・新たな別表２、３を作成し文言等

修正するとともに、対応チームによ

る対応協議の中にスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカ

ーとの連携を記載しました。 

３０ ２５ページ 

別表２ 

別表２の真ん中のボックスに

「いじめがあったと認定した場

合」と「いじめが認定できない

場合」とありますが、事案が発

生した時点でいじめが認定さ

れないということはないのでは

別表２について下記のように変更

します。 

変更点①フロー図上から２番目の

ボックス内 

『対応チームの編成 〈校内いじめ

対策委員会開催〉』（法２２条、法２
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ないでしょうか。 

 いじめ対応チームを編成し、

色々な事情を聞いたうえでいじ

めはなかったといえる状況はな

いかと思いますので、この項目

が必要なのか検討いただきた

い。 

３条第２項） 

         ⇓ 

『校内いじめ対策委員会（校長・教

頭・教務主任・生徒指導主事・養

護教諭・学年主任・学級担任等で

組織）』（法２２条、法２３条第２項）

を開催し、事実関係の確認に着手 

※校内いじめ対策委員会は、そも

そも学校に設置されており、まず

は、この委員会を開き、その指示

の下、速やかに事実確認を行うこ

ととなります。対応チームをここで

新たに編成するような書き方とな

っておりましたので修正します。 

変更点②フロー図上から４番目の

ボックス内 

『事実確認といじめの認定』 

聞き取り記録を基に、「被害者」が

述べたいじめ行為について、それ

がいじめに当たるかどうかを確認

する。 

         ⇓ 

『事実の確認といじめの確認』 

聞き取り記録を基に、「被害者」が

述べた行為について、事実確認を

行い、いじめがあったか確認す

る。 

※被害者が相談した行為が「いじ

め」と確認するには、その事実をし

っかりと確認する必要があり、例

えば、その事実関係そのものが無

ければ、いじめもないという状況

は想定されます。元の文章では、

いじめという事実があるのにかか

わらず、いじめの認定をするとい

った矛盾とも捉えられる書き方と

なっていましたので、法律に沿った

書き方に変更しました。この変更

に伴い、下記の２か所についても

変更します。 
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いじめがあったと認定した場合 

          ⇓ 

事実確認によりいじめがあったと確

認した場合 

 

いじめが認定できない場合 

         ⇓ 

事実確認によりいじめがあったと確

認できない場合 

※これらの修正に伴い、別紙３を

同様に修正するとともに、整合を

図るため、別表中の一部文言の修

正を行いました。 

３ その他 

番号 箇所 協議会意見 市教育委員会対応方針（案） 

３１ １１、１２、 

１６ページ 

 

名称の変更 

※委員の皆様からのご意見で

はありません。 

令和６年度からスクールメンタル

アドバイザーの名称を教育相談員

に変更することに伴い修正しまし

た。 

 


